
・３歳児～５歳児（令和7年４月１日時点で３歳になっている子）

・０歳児～２歳児の生活保護、非課税世帯の子

両親が共働き（月60時間以上の就労）等の理由で

保育の必要性がある子

公立幼稚園、私立幼稚園、無償化の対象となっている

認可外保育施設、ファミサポ等

【注意事項】

■非課税世帯（新３号）の方について
　下記のとおり市町村民税に基づき非課税世帯の状況確認を行います。
　令和７年度申請の場合の確認時期について（毎年９月更新）

令和６年度は非課税世帯だが令和７年度は課税世帯の場合は、８月までが無償化の対象となります。

▮ 対象年齢 ▮

▮ 対象児童 ▮

▮ 対象施設 ▮

令和７年度より施設等利用給付認定（無償化）申請は
読谷村公式LINEでの受付になります。

・施設等利用給付(無償化)認定日は、申請手続きが完了した日となります。必要な方はお早めに手続きをお願いし
ます。前年度より継続で無償化の対象となることを希望する場合も、申請手続きが必要です。
・申し込みの必要書類に不備があると受付することが出来ませんので、ご注意ください。
・転入前の自治体で幼児教育・保育無償化の認定を受けていた方で引き続き無償化を利用する場合、改めて申請
が必要になります。遡及は認定を受けていた自治体での転出手続きから14日以内となっております。期限を過ぎ
た場合日割りが発生することがありますので、速やかにこども未来課にて申請するようお願いいたします。

申請はこちらから

【手順１】フローチャートを使って申請が必要かご確認ください。
　　　　　※読谷村の公式LINEでも確認できます。
【手順２】読谷村の公式LINEを追加します。
【手順３】保育の必要性がある方は該当する書類の準備をお願いします。
【手順４】右のQRコードをスマホなどで読み取って申請してください。

お問い合わせ

読谷村役場こども未来課 保育所幼稚園係

☎098-982-9240

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

前年度分（令和６年度）に基づく確認
（令和5年1月1⽇〜令和5年12月31⽇の収⼊等）

当年度分（令和７年度）に基づく確認
（令和6年1月1⽇〜令和6年12月31⽇の収⼊等）



☆保育の必要性の中から該当する書類 ◎印はこども未来課所定の様式があります。

　　保育の必要性は随時確認をします！

　●就労等に期限のある方については随時実績確認をします。

　　（求職活動中で申し込みをされた方、雇用期間に期限のある方、産休・育休中の方等）

　●証明書は発行から３ヶ月以内のものを提出してください。

　●保育の必要性の期限が切れた方については無償化対象外となりますので、認定期間内に就労証明書等

     の書類提出をお願いします。

育児休業
在園児のみ対象。
※入園日が育児休業中の場合、無償化
対象外。（職場復帰日より対象となる）

◎就労証明書（雇用主の証明）
◎育児休業証明書 □ □

災害復旧等に
あたっている方

震災、風水害、火災その他の災害の復旧
に当たっている場合

「罹災証明書」等 □ □

□ □

就学（就学予定） 月60時間以上の就学時間
在学証明書と時間割表
（就学先の任意様式と週の就学状況のわかる時
間割）

□ □

妊娠・出産
出産月の産前産後２ヶ月の計５ヶ月
例）６月出産：４～８月が対象

親子健康手帳（母子保健手帳）の写し
（手帳の表面と出産予定日記載欄の写し）

求職活動
３ヶ月間利用可能
※年度に１回のみ

◎求職活動申告書
　　　　+
◎求職活動支援機関等利用証明書
または◎採用選考証明書

保護者の疾病・障がい
保護者の疾病・障がいにより保育が困難
な時

◎診断書（担当医による証明） □ □

介護・看護
（※同居していること）

病人や障がい者、要介護者を介護により
保育が困難な時

◎診断書（担当医による証明）
◎介護・看護状況証明書
   （民生委員・児童委員の証明）

□ □

□ □

必要書類 父 母保育の必要性 認定内容

□

就労（就労予定）

・月60時間以上の労働時間

◎就労証明書（雇用主の証明） □ □

自営業
◎自営業等申立書
※添付資料があります。詳しくは申立書裏面を
ご確認ください。

□ □

内職 ◎内職証明書（発注者の証明）



☆該当する世帯のみ必要な書類 チェック欄

■支給上限額

　・ 「〇」については無償化の対象部分です。「要申請」と記載のない箇所は、読谷村へ申請する必要はありません。

　・新2号及び新3号については「保育の必要性」について確認いたします。

　・給食費など保育料以外の費用は無償化対象外となっています。

　※1　認可外保育施設等とは・・・

　　　認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業のことです。

　※2　預かり保育の新2号の月額上限額は11,300円。新3号の月額上限額は16,300円。

生活保護世帯の方で、０歳～２歳児の子どもの認定を
申請する場合

被保護証明書 □

軍人・軍属の方で０歳～２歳児の子どもの認定を
申請する場合

前年度中の収入が確認できる書類
（2023年 W-2の写しなど） □

読谷村に住所登録をしていない方
（外国籍の方）

下記の①と、➁～③のうち、いずれか１つ
①パスポートorID（氏名・生年月日の記載があるもの）
　　　　　　　　　＋
➁アパートの契約書
③公共料金の支払い通知書（住所、お名前の記入あり）

□

令和6年１月１日時点、読谷村に住民登録がない方で、
０歳～２歳児のこどもの認定を申請する場合

・令和6年１月２日以降に読谷村に転入された方
・単身赴任等で保護者の住民票が読谷村にない方

下記の①～②のうち、いずれか１つ
①世帯の令和6年度　課税証明書
※市区町村民税の「均等割・所得割」が確認できるもの
※令和6年１月１日時点の居住所の市町村が発行するもの

②個人番号が確認できる書類（マイナンバーカード等）
※マイナンバー通知カードや個人番号記載の住民票の写しの場
合、本人確認できる書類（運転免許証、パスポート）の提出が必要

□

公立保育所・認可保育園への申し込みを行わず、
認可外保育施設等を利用した場合

◎保育施設等利用申し込み等の不実施に係る理由書 □

ひとり親世帯の方

下記の①～④のうち、いずれか１つ
①戸籍謄本
②母子父子医療費受給者証の写し
③児童扶養手当受給者証の写し
④遺族年金受給者の写し

□

認可外保育施設を利用している方へ

通っている認可外保育施設の保育料と合わせて、一時預かり保育、病児

保育、ファミリー・サポート・センターを利用した場合も

上限の範囲内で無償化の対象となります。

児童の年齢
世帯の課税状況

新制度移行幼稚園 新制度未移行幼稚園
　　　　認可外
　　保育施設等※1

複数施設　利用可能教育時間 預かり保育※2 教育時間 預かり保育※2

3～5歳児クラス
満3歳を迎えた

次の4/1以降3年間

満3歳児
満3歳になった日から

最初の3/31まで

市町村民税非課税世帯の

満3歳児
満3歳になった日から

最初の3/31まで

市町村民税非課税世帯の

0～2歳児クラス

利用している施設・利用を予定している施設

〇

〇

〇

　〇要申請
1日450円×利用日数

　　　　（新2号）

　〇要申請
月額上限25,700円

　　　（新1号）

　〇要申請
1日450円×利用日数

　　　　（新2号）

　〇要申請
月額上限37,000円

　　　（新2号）

対象外

　〇要申請
1日450円×利用日数

　　　　（新3号）

　〇要申請
月額上限42,000円

　　　　（新3号）

　〇要申請
月額上限25,700円

　　　（新1号）

　〇要申請
月額上限25,700円

　　　（新1号）

対象外

　〇要申請
1日450円×利用日数

　　　　（新3号）



施設等利用給付（無償化）申請　うちの子必要？？？ フローチャート

いいえ

公立幼稚園

午前の教育のみ無償化対象（申請不要）

はい 認定こども園、私立幼稚園（新制度移行幼稚園） 午前の教育のみ無償化対象（申請不要）

例）読谷中央幼稚園、栄光幼稚園等

私立幼稚園（新制度未移行幼稚園） 満３歳から５歳児まで午前の教育のみ無償化対象（要申請）

例）こばと幼稚園、コザ聖母幼稚園等

認可外保育施設、その他施設 無償化対象外

一時預かり・ファミリーサポートセンター・病児保育　　 　　無償化対象外

公立保育所・認可保育園 無償化対象（申請不要）

公立幼稚園 午前の教育のみ利用 無償化対象（申請不要）

午後の預かりも利用 無償化対象（要申請）

認定こども園、私立幼稚園（新制度移行幼稚園） 午前の教育のみ利用 無償化対象（申請不要）

例）読谷中央幼稚園、栄光幼稚園等 午後の預かりも利用 無償化対象（要申請）

私立幼稚園（新制度未移行幼稚園） 午前の教育のみ利用 満３歳から５歳児まで無償化対象（要申請）

例）こばと幼稚園、コザ聖母幼稚園等 午後の預かりも利用 無償化対象（要申請）

認可外保育施設 無償化対象（要申請）

一時預かり・ファミリーサポートセンター・病児保育 無償化対象（要申請）

※初めて申請をする方は、認定が下りた日からが無償化対象です。

　認定日を遡ることはできないため、お早めの申請を！！

※₁新２号・・・３歳児～５歳児　新３号・・・０歳児～２歳児

保育の必要性はありますか？ 利用施設は？？

利用施設は？？ 新１号

新２号

新１号

新２号または新３号※₁

新２号または新３号※₁

新２号または新３号※₁

新２号または新３号※₁


